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議案説明書 

総合政策部 市民税課 

提出議会：令和５年第２回定例会 

 

１ 案件名 

議案第６６号 市長の専決処分事項の承認について（佐野市税条例の改正） 

（市民税課所管部分） 

 

 

２ 概要 

  地方税法等の一部を改正する法律（令和５年法律第１号）の公布に伴い、市民税

等に係る所要の規定を整備する。 

【市民税関係】 

個人市民税及び法人市民税に係る地方税法施行規則様式の新設に伴う改正、

肉用牛の売却による事業所得に係る個人市民税の課税の特例の適用期限の延長、

優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人

市民税の課税の特例の適用期限の延長、及び条の削除に伴う規定の整備 

 

【軽自動車税関係】 

軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減措置に係る規定の削除、軽自動車税の

種別割のグリーン化特例（軽課）に係る特例期限の延長 

 

【たばこ税関係】 

たばこ税に係る地方税法施行規則様式の新設に伴う改正 

 

 

３ 理由及び趣旨、目的、内容等 

【市民税関係】 

(１)個人市民税に係る地方税法施行規則様式の新設に伴う改正（第４６条） 

給与所得に係る特別徴収の納付書の様式に電子納付対応の納付書が追加さ

れたことによる様式の追加 

(２)法人市民税に係る地方税法施行規則様式の新設に伴う改正 

（第４８条、第５０条） 

法人市民税に係る納付書の様式に電子納付対応の納付書が追加されたこと

による様式の追加 

(３)肉用牛の売却による事業所得に係る個人市民税の課税の特例の適用期限の

延長（附則第８条） 

肉用牛生産農家が一定の方法により免税対象飼育牛を売却した場合におけ 

る、事業所得に対する個人市民税の所得割を免除する特例の適用期限を３年

延長する。 
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 (４)優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る

個人市民税の課税の特例の適用期限の延長（附則第１７条の２） 

優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る 

個人市民税の課税の特例の適用期限を３年延長する。 

(５)附則第２６条の削除に伴う規定の整備（附則第２５条） 

令和４年度改正により附則第２６条が削除されていることから、規定を整

備する。 

 

【軽自動車税関係】 

   (１)軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減措置に係る規定の削除 

（附則第１５条の２、附則第１５条の２の２、附則第１５条の２の３、 

附則第１５条の２の４、附則第１５条の３の２、附則第１５条の６） 

軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減措置が令和３年１２月３１日で終了

したことにより、規定を削除する。 

(２)軽自動車税の種別割のグリーン化特例（軽課）に係る特例期限の延長 

（附則第１６条、附則第１６条の２） 

軽自動車税の種別割のグリーン化特例（軽課）について、特例の期限を３

年間（営業用乗用車で２５％軽減の対象については２年間）延長する。 

 

【たばこ税関係】 

   たばこ税に係る地方税法施行規則様式の新設に伴う改正 

（第９８条、第１０１条） 

    市町村たばこ税に係る納付書の様式に電子納付対応の納付書が追加されたこ

とによる様式の追加 

 

 

４ その他の事項 

施行日 令和５年４月１日 
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議案説明書 

総合政策部 資産税課 

提出議会：令和５年第２回定例会 

 

１ 案件名 

  議案第６６号 市長の専決処分事項の承認について（佐野市税条例の改正） 

（資産税課所管部分） 

 

 

２ 概要 

  地方税法等の一部を改正する法律（令和５年法律第１号）の公布に伴い、固定資

産税に係る所要の規定を整備する。 

 

 

３ 理由及び趣旨、目的、内容等 

【固定資産税関係】 

・地方税法の改正に伴い生じた引用条項のずれ等を修正する。 

（附則第１０条、１０条の２第３項～第１８項、第１０条の３第１１項） 

 ・地方税法附則第６４条を削る改正規定の施行に伴い条項を削除する。 

（附則第１０条の２第２０項） 

 

 

４ その他の事項 

  施行日 令和５年４月１日 

  


